
（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成 30 年 7 月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. １ 事業名 葛尾村集会所井戸掘削事業 事業番号 (2)-19-1 

交付団体 村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （112,279（千円））

126,071（千円）

全体事業費 （112,279（千円））

126,071（千円）

帰還環境整備に関する目標 

 村内各地区の集会所の井戸掘削を行い、安全・安心な飲料水を確保することで、一時帰宅の際の交流拠

点として集会所を利用できるようにし、住民同士のコミュニティの維持・強化を図るとともに帰還に向け

た作業の加速化を図り、将来の村への帰還意欲を高める。 

事業概要 

葛尾村では大部分の家庭で沢水・湧水等を飲料水の水源として使用している。これらの村民の飲料水が

放射性物質により汚染されているのではないかとの不安を払拭し、安心して村内で生活をするため既存の

生活用水を利用できる環境を整える必要がある。 

住民が帰還して日常生活及び社会生活を円滑に営むためには、安全・安心な飲料水を確保する必要があ

ることから、村内の集会所の井戸掘削を行い、一時帰宅の際の交流拠点として集会所を利用できるように

する。 

※葛尾村復興計画（第 1次）Ｐ26 3－1④（1）「飲料水供給施設等の整備」に記載 

 既存施設の安全性を確認したうえで、より安全で安心できる浄水機能を保ち、緊急時に対応できる施設

として整備し、各集落単位で飲料水供給施設等の整備及び個別施設整備の支援を行う。 

当面の事業概要 

＜平成 30 年度＞ 

 集会所の井戸掘削を行う。 

地域の帰還環境整備との関係 

 村内各地区の集会所の井戸掘削を行い、安全・安心な飲料水を確保することで、一時帰宅の際の交流拠

点として集会所を利用できるようにし、住民同士のコミュニティの維持・強化を図るとともに帰還に向け

た作業の加速化を図り、将来の村への帰還意欲を高める。 

関連する事業の概要 

特になし 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成 30 年 7 月時点 

NO. 35 事業名 営農再開支援水利施設等保全事業 

（葛尾地区） 

事業番号 (5)-40-2 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 （16,543（千円））

18,475（千円）

全体事業費 （16,543（千円））

18,475（千円）

帰還環境整備に関する目標 

葛尾村は原発事故により長期間避難を余儀なくされたが、平成 28年 6月 12 日に一部地域を除

き避難指示が解除された。しかし、リフォームの遅れ等により現在の帰村率は約 19%にとどまっ

ており、震災前のように集落による農用地等の保全管理が適切に実施できる体制にない。 

このため、本事業の導入により農用地等の保全管理を実施することで、避難している農業者 

の営農再開意欲を高め帰還を促進させるとともに地域農業の再生を図る。 

事業概要 

 長期避難に伴い、農用地等の管理ができなかったことから、農業用等において雑草が繁茂し、

荒廃が進んでいる。避難指示解除となったものの未だ帰村率約 19％の状況であり、帰還した住

民だけで保全管理できる状況にないことから、農業者が営農できる環境を整備するため、農道除

草を実施する。 

○農業用用排水路等の保全管理 

・農道除草 12,400 ㎡ 

【かつらお再生戦略プラン】 

第１章復興再生に向けた方向性 

３ （３）まちづくりの構造・戦略 

 １ 集落（人口）の配置 

   森林や農地の保全（荒廃の防止）や、住み慣れた地域で住み続けられるよう、既存集落

が維持できるようなまちづくりを目指します。 

第２章復興再生プラン 

 １ （２）目標別の復興再生の取り組み 

  １）住まい・絆づくり 

   ②絆強化イベント 

    【施策の方針】 

     村民だけでなく村外の人との絆を深め、農地や山林の維持管理等、様々な住民ニーズ

に対して相互に助け合える仕組みの構築に取り組みます。 

当面の事業概要 

＜平成３０年度＞ 

 ○農業用用排水路等の保全管理 農道除草 12,400 ㎡ 



地域の帰還環境整備との関係 

本事業導入によって、営農再開に向けた環境整備を行うことで、住民の早期帰還を促進し、営

農再開による地域の農業振興並びに地域再生を図る。 

関連する事業の概要 

特になし 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島県（葛尾村）帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票 

平成３０年７月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 42 事業名 葛尾村賃貸事業所整備事業 事業番号 （6）-47-1 

交付団体 葛尾村 事業実施主体（直接/間接） 葛尾村（直接） 

総交付対象事業費 5,240（千円）   全体事業費 179,120（千円） 

帰還環境整備に関する目標 

葛尾村は、平成 28 年 6 月 12 日に帰還困難地域を除き避難指示が解除となり約 2 年が経過した。昨年７月

には中心街の商店が営業を再開するなど生活環境においては改善の兆しが見えつつある一方で、複数の企業

が村内での再開を断念する状況となっており、結果として十分な雇用環境が確保されず、現状では帰還率が

2 割にも満たない状況である。新たな雇用の創出と定住人口・交流人口の拡大が急務となる中で、双葉地域

への中間拠点として、賃貸事業所を整備し中小企業へ貸出等を積極的に行い、村の復興に欠かすことのでき

ない新たな雇用創出等の場として、企業の進出を促し、新たな雇用の創出と定住人口・交流人口の拡大によ

る地域経済の復興及びそれに伴う帰還人口の拡大を目指す。 

事業概要 

 賃貸事業所を整備することにより、中小企業はすぐに事業を進めることができるメリットがあるため、そ

の進出を促進し、新たな雇用創出と定住人口等の拡大による地域経済の復興を促進する。また、産業の集積

を図ることで、事業者同士の相乗効果が得られ、新たな産業の創出も促すものである。なお、本賃貸事業所

は整備予定の葛尾村産業団地に隣接して設置する。 

【復興計画】 

 Ｐ40 新たな社会にふさわしい産業の育成と雇用の創出 

 (5)新たな企業誘致と既存企業への補助の実施 

   新たな企業誘致を進め、雇用の拡大と若者にとって魅力あるまちづくりを目指す。 

(6)テレワークによる産業推進 

  魅力あるサテライトオフィスなどの環境を企業に提供し、先進的な企業誘致を行い、 

  村民の雇用促進を図る。 

当面の事業概要 

＜平成 30 年度＞ 

 賃貸事業所整備事業 

設計費 5,240 千円 平成３０年度（第２２回申請） 

本体工事 173,880 千円 鉄骨造２階建て 平成３１年度（第２４回申請） 

賃貸事業所（６事業所入所可） 

地域の帰還環境整備との関係 

 平成 28 年 6 月 12 日に帰還困難地域を除き避難指示が解除されたが、村では雇用の場が少ないために、住

民帰還が進んでおらず、村の基幹産業である農業や畜産業も事業再開が遅れているという悪循環に陥ってい

る。商工業の事業再開を推進し、生活環境基盤の構築と新たなまちづくりを推進するためには、雇用の創出

が喫緊の課題である。産業団地や賃貸事業所の整備を行うことで、避難者の帰還促進、帰還した住民の生活

確保、隣接町村避難者の定住促進を促し、地域再生を進めていく。 



関連する事業の概要 

 ＜平成 29 年度＞ 

 産業団地整備に係る調査等（第１７回申請） 

産業団地等測量設計（第１７回申請） 

＜平成 30 年度＞ 

 産業団地造成工事、道路・舗装工事（第２０回申請）        

産業団地排水路・橋梁工事（第２０回申請） 

＜平成 31 年度＞ 

橋梁工事（第２０回申請） 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 


